
現行（令和８年３月３１日使用分まで）

午 前 ９ 時 午 前 11 時 午 後 １ 時 午 後 ３ 時 午 後 ５ 時 午 後 ７ 時
～ ～ ～ ～ ～ ～ 全日

午 前 11 時 午 後 １ 時 午 後 ３ 時 午 後 ５ 時 午 後 ７ 時 午後 9時 30分

全面 １,２４０ １,２４０ １,２４０ １,２４０ １,２４０ １,５６０ ７,０００ ５２０

半面 ６２０ ６２０ ６２０ ６２０ ６２０ ７８０ ３,５００ ２６０

全面 ７２０ ７２０ ７２０ ７２０ ７２０ ９４０ ４,４００

半面 ３６０ ３６０ ３６０ ３６０ ３６０ ４７０ ２,２００

個人 １５０ １５０ １５０ １５０ １５０ ２００

３１０ ３１０ ３１０ ３１０ ３１０ ４１０ １,７８０

３１０ ３１０ ３１０ ３１０ ３１０ ４１０ １,７８０

１５０ １５０ １５０ １５０ １５０ ２００ ８３０

改定後（令和８年４月１日使用分から）

午 前 ９ 時 午 前 11 時 午 後 １ 時 午 後 ３ 時 午 後 ５ 時 午 後 ７ 時
～ ～ ～ ～ ～ ～ 全日

午 前 11 時 午 後 １ 時 午 後 ３ 時 午 後 ５ 時 午 後 ７ 時 午後 9時 30分

全面 １,６００ １,６００ １,６００ １,６００ １,６００ ２,０２０ ６６０

半面 ８００ ８００ ８００ ８００ ８００ １,０１０ ３３０

全面 ９２０ ９２０ ９２０ ９２０ ９２０ １,２２０

半面 ４６０ ４６０ ４６０ ４６０ ４６０ ６１０

個人 １９０ １９０ １９０ １９０ １９０ ２６０

４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ５３０

４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ５３０

１９０ １９０ １９０ １９０ １９０ ２６０

総合体育館・町民運動場　使用料改定について

総 合 体 育 館
施設使用料(町内)

照明使用料
(30分につき)

２階フロアー

２階フロアー

会　　議　　室

柔　　道　　場

剣　　道　　場

２階フロアー

２階フロアー

卓　球　場

総 合 体 育 館
施設使用料(町内)

照明使用料
(30分につき)

会　　議　　室

卓　球　場

卓　球　場

卓　球　場

卓　球　場

卓　球　場

剣　　道　　場

柔　　道　　場



現行（令和８年３月３１日使用分まで）

午 前 ９ 時 午 前 11 時 午 後 １ 時 午 後 ３ 時 午 後 ５ 時 午 後 ７ 時
～ ～ ～ ～ ～ ～ 全日

午 前 11 時 午 後 １ 時 午 後 ３ 時 午 後 ５ 時 午 後 ７ 時 午後 9時 30分

全面 ２,４８０ ２,４８０ ２,４８０ ２,４８０ ２,４８０ ３,１２０ １４,０００ ５２０

半面 １,２４０ １,２４０ １,２４０ １,２４０ １,２４０ １,５６０ ７,０００ ２６０

全面 １,４４０ １,４４０ １,４４０ １,４４０ １,４４０ １,８８０ ８,８００

半面 ７２０ ７２０ ７２０ ７２０ ７２０ ９４０ ４,４００

個人 ３００ ３００ ３００ ３００ ３００ ４００

６２０ ６２０ ６２０ ６２０ ６２０ ８２０ ３,５６０

６２０ ６２０ ６２０ ６２０ ６２０ ８２０ ３,５６０

１５０ １５０ １５０ １５０ １５０ ２００ ８３０

改定後（令和８年４月１日使用分から）

午 前 ９ 時 午 前 11 時 午 後 １ 時 午 後 ３ 時 午 後 ５ 時 午 後 ７ 時
～ ～ ～ ～ ～ ～ 全日

午 前 11 時 午 後 １ 時 午 後 ３ 時 午 後 ５ 時 午 後 ７ 時 午後 9時 30分

全面 ３,２００ ３,２００ ３,２００ ３,２００ ３,２００ ４,０４０ ６６０

半面 １,６００ １,６００ １,６００ １,６００ １,６００ ２,０２０ ３３０

全面 １,８４０ １,８４０ １,８４０ １,８４０ １,８４０ ２,４４０

半面 ９２０ ９２０ ９２０ ９２０ ９２０ １,２２０

個人 ３８０ ３８０ ３８０ ３８０ ３８０ ５２０

８００ ８００ ８００ ８００ ８００ １,０６０

８００ ８００ ８００ ８００ ８００ １,０６０

１９０ １９０ １９０ １９０ １９０ ２６０

照明使用料
(30分につき)

総 合 体 育 館
施設使用料(町外)

柔　　道　　場

会　　議　　室

総 合 体 育 館
施設使用料(町外)

卓　球　場

卓　球　場

卓　球　場

剣　　道　　場

２階フロアー

２階フロアー

照明使用料
(30分につき)

２階フロアー

２階フロアー

卓　球　場

卓　球　場

卓　球　場

剣　　道　　場

柔　　道　　場

会　　議　　室



現行（令和８年３月３１日使用分まで）

個人
(２時間につき)

定期
(月初から月末)

町内 １５０ １,０４０

町外 ３００ ２,０８０

改定後（令和８年４月１日使用分から）

個人
(２時間につき)

定期
(月初から月末)

町内 １９０ １,３５０

町外 ３８０ ２,７００

現行（令和８年３月３１日使用分まで）

午前 8時 30分 午前10時30分 午後 0時 30分 午後 2時 30分
～ ～ ～ ～ 全日

午前10時30分 午後 0時 30分 午後 2時 30分 午 後 ５ 時

町内 ４１０ ４１０ ４１０ ４１０ １,５７０

町外 ８２０ ８２０ ８２０ ８２０ ３,１４０

改定後（令和８年４月１日使用分から）

午前 8時 30分 午前10時30分 午後 0時 30分 午後 2時 30分
～ ～ ～ ～ 全日

午前10時30分 午後 0時 30分 午後 2時 30分 午 後 ５ 時

町内 ５３０ ５３０ ５３０ ６６０

町外 １,０６０ １,０６０ １,０６０ １,３２０

トレーニング室

総 合 体 育 館
施 設 使 用 料

総 合 体 育 館
施 設 使 用 料

町 民 運 動 場
施 設 使 用 料

トレーニング室

１面につき

１面につき

町 民 運 動 場
施 設 使 用 料



現行（令和８年３月３１日使用分まで）

午前９時 午前11時 午後１時 午後３時 午後５時 午後７時
～ ～ ～ ～ ～ ～ 全日

午前11時 午後１時 午後３時 午後５時 午後７時 午後9時30分

１００ １００ １００ １００ １００ １００ ５２０

１００ １００ １００ １００ １００ １００ ５２０

１００ １００ １００ １００ １００ １００ ５２０

１００ １００ １００ １００ １００ １００ ５２０

５０ ５０ ５０ ５０ ５０ ５０ ２００

１５０ １５０ １５０ １５０ １５０ １５０ ７３０

１５０ １５０ １５０ １５０ １５０ １５０ ７３０

１回

改定後（令和８年４月１日使用分から）

午前９時 午前11時 午後１時 午後３時 午後５時 午後７時
～ ～ ～ ～ ～ ～ 全日

午前11時 午後１時 午後３時 午後５時 午後７時 午後9時30分

１３０ １３０ １３０ １３０ １３０ １６０

１３０ １３０ １３０ １３０ １３０ １６０

１３０ １３０ １３０ １３０ １３０ １６０

１３０ １３０ １３０ １３０ １３０ １６０

６０ ６０ ６０ ６０ ６０ ８０

１９０ １９０ １９０ １９０ １９０ ２４０

１９０ １９０ １９０ １９０ １９０ ２４０

１回

体育器具使用料

卓球カウンター

ソフトボールベース板

軟式野球ベース板

体育器具使用料

１００シャワールーム

バレーボールネット

バレーボールアンテナ

バドミントンネット

得　　点　　板

シャワールーム １３０

バレーボールネット

バレーボールアンテナ

バドミントンネット

得　　点　　板

ソフトボールベース板

軟式野球ベース板

卓球カウンター


